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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①：  高等専門学校の目的が，それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定め

られ，その内容が，学校教育法第 115 条に規定された，高等専門学校一般に

求められる目的に適合するものであるか。また，学科及び専攻科ごとの目的も

明確に定められているか。 

 
（観点に係る状況） 

本校の目的は，昭和 42 年に国立商船高等専門学校として設置された時に明確に定められ，学則

第１条に掲げている。平成 17 年度に設置された専攻科については，学則第 42 条に掲げている（資

料１－１－①－１）。本校は弓削海員学校として設置されて以来，百十余年の長期にわたる商船教

育に加えて，工業系２学科（電子機械工学科，情報工学科）及び専攻科が改組・新設により設置

されてきた経緯がある。 

 平成 14 年度には，学校として養成したい人材像及び学科として養成したい人材像を教育方針と

して定めることで，卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力を具体的に示した。平成 22 年度に

は，高等専門学校一般に求められる目的，教育方針及び学科・専攻科ごとの教育目標を明確にす

るための規則制定を行い，現在に至っている（資料１－１－①－２）。教育方針及び教育目標には，

海，ものづくり，国際的視野，海事総合科学，海事管理技術者，瀬戸内海地域のキーワードを取

り入れることで，本校を取り巻く環境や特徴を活かした教育を展開することが明記されている。 

 本校の教育方針及び教育目標は，学校教育法第 115 条に規定された，高等専門学校一般に求め

られる目的である「深く専門の学芸を教授」「職業に必要な能力の育成」を踏まえて定められたも

のである。その内容は，学校教育法第 115 条に規定された高等専門学校一般に求められる目的に

適合している（資料１－１－①－３）。 

毎年開催している外部有識者による運営諮問会議（資料１－１－①－４，５），校内での自己点

検・評価(資料１－１－①－６)等にも目的及び教育目標を掲載し説明及び点検を行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的は，高等専門学校の使命を明確に定めている。また，目的に基づいて教育方針及び

学科・専攻科ごとの教育目標を具体的に定めている。 

以上のことから，本校は，高等専門学校一般に求められる目的，学科及び専攻科ごとの目的を

明確に定めているといえる。 
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資料１－１－①－１ 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集１－１抜粋） 
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資料１－１－①－２ 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集２－38 抜粋） 
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資料１－１－①－３ 

資料１－１－①－４ 
 

（出典：平成 18 年度認証評価自己評価書Ｐ.７） 

（出典：企画広報室） 
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資料１－１－①－５ 
 

（出典：第８回運営諮問会議報告書表紙及び次頁） 
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資料１－１－①－６ 
 

 

（出典：平成 22 年度自己点検・評価報告書目次） 
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観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

 

（観点に係る状況） 
本校の教育方針と教育目標は，ウェブサイト（資料１－２－①－１），学校要覧（資料１－２－

①－２），学生便覧（資料１－２－①－３），シラバス（資料１－２－①－４），専攻科学生用手引

き・シラバス（資料１－２－①－５）に掲載することで，学校構成員（教職員及び学生）に周知

している。 

教育方針及び教育目標は，ウェブサイトや刊行物による一般的な周知のほか，学生には，新入

生オリエンテーションで刊行物を活用して教務主事補が説明すること（資料１－２－①－６），及

び各教室に教育方針と教育目標を明記したパネルを掲示することでも周知している。教職員（非

常勤を含む）には，学生便覧や学級担任の手引き（資料１－２－①－７）の配布，新任教員オリ

エンテーションでの新任教員の手引き（資料１－２－①－８）に基づく教務主事の説明，及び各

課事務室等に教育方針を明記したパネルを掲示することにより周知している。 

平成 24 年度には教職員，準学士課程及び専攻科課程の学生に対して目的の周知状況についてア

ンケート調査を実施した（資料１－２－①－９～11）。この結果，掲載場所を知っている者を含め

ると，ほとんどの教職員（非常勤を含む）へ周知されているが，準学士課程と専攻科課程の学生

への周知度は５割前後に留まっている。内容まで十分理解している者は，教職員で７割前後，ま

た，準学士課程と専攻科課程の学生は２割未満である。アンケートの設問形式が大雑把であった

ことを考慮しても，今後，周知度を高めるように努める必要がある。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校は，教職員及び学生に対して，ウェブサイト及び刊行物等によって教育方針及び教育目標

の周知を図っている。目的の周知状況についてアンケート調査を実施したところ，掲載場所を知

っている者を含めると，ほとんどの教職員（非常勤を含む）へ周知されているが，準学士課程と

専攻科課程の学生への周知度は５割前後に留まっている。内容まで十分理解している者は，アン

ケートの設問形式が大雑把であったことを考慮しても，今後とも周知強化を図っていくことが肝

要である。 

以上のことから，本校は，学校の構成員（教職員及び学生）に周知しているものの，今後，更

なる周知に努める必要がある。 
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資料１－２－①－１ 

（出典：本校ウェブサイト） 
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資料１－２－①－２ 

（出典：2012 学校要覧巻頭） 
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資料１－２－①－３ 
 

 

（出典：平成 25 年度学生便覧巻頭） 
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資料１－２－①－４ 

（出典：平成 25 年度授業科目シラバス巻頭） 
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資料１－２－①－５ 

（出典：平成 25 年度専攻科学生用手引き・シラバス巻頭） 
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資料１－２－①－６ 
 

（出典：学生課） 
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資料１－２－①－７ 

（出典：学生課） 
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資料１－２－①－８ 
  

（出典：総務課） 
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資料１－２－①－９ 
   教 職 員 

（出典：企画広報室） 
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資料１－２－①－10 
 準学士課程 
  

（出典：企画広報室） 
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資料１－２－①－11 
専攻科課程 

（出典：企画広報室） 
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観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 
本校の教育方針及び教育目標は，ウェブサイトと学校要覧に掲載することによって，社会に公

表している。学校要覧については，上島町役場，島内の学校，今治市役所などの関係機関に毎年

配布し（資料１－２－②－１），また，本校主催の学校説明会用資料として活用することで教育方

針及び教育目標を公表している（資料１－２－②－２）。 

学校ＰＲを目的に作成した学校案内（資料１－２－②－３，４）では，学則にある教育目標を

養成したい人材像として平易に表現し，中学生を対象にしたオ―プンキャンパス(年２回実施)の

参加者全員に配布している（資料１－２－②－５）。また，中学校へのＰＲ活動では，訪問時に学

校案内を持参するとともに，教育方針及び教育目標の説明を行っている。さらに，中四国地方を

中心に全国の中学校へ学校案内を郵送し（資料１－２－②－６），学科ごとの養成したい人材像を

広く公表している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校は，教育方針，教育目標，教育目標を踏まえた学科ごとに養成したい人材像を刊行物とウ

ェブサイトで公表しており，オープンキャンパスや中学校訪問時に積極的に説明している。しか

し，中学生を対象にした学校案内には，学科ごとに具体化した養成したい人材像を示しているが，

学則に掲げている教育方針及び教育目標そのものは掲載していない。社会に広く公表するために

は，学校案内にも教育方針及び教育目標を掲載することが改善すべき点といえる。 
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資料１－２－②－１ 

資料１－２－②－２ 
 

（出典：学生課） 

（出典：企画広報室） 
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資料１－２－②－３ 

（出典：パンフレット） 
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資料１－２－②－４ 
 

（出典：学校案内） 
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資料１－２－②－５ 

（出典：学生課） 
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資料１－２－②－６ 

 

（出典：学生課） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
 該当なし 
（改善を要する点） 
 教育方針及び教育目標の周知を図っているものの，更なる周知度の向上に努める必要がある。 
 

（３）基準１の自己評価の概要 

 本校の目的は，学則で高等専門学校の使命を明確に定めている。また，本校を取り巻く環境や

特徴を活かした教育を展開することを目指して，目的を具現化するための教育方針及び学科・専

攻科ごとの教育目標を具体的に定めており，学校教育法の定める目的に適合している。 
本校は，教職員及び学生に対して，ウェブサイト及び刊行物等によって教育方針及び教育目標

の周知を図っている。目的の周知状況についてアンケート調査を実施したところ，掲載場所を知

っている者を含めると，ほとんどの教職員（非常勤を含む）へ周知されているが，準学士課程と

専攻科課程の学生への周知度は十分とは言えず，今後とも更なる周知を図っていくことが必要で

ある。 
社会に対しては，ウェブサイトへの掲載と学校要覧の関係機関への配布，学校案内をオ―プン

キャンパス参加者全員へ配布し，中四国地方を中心に全国の中学校へ郵送するなどして広く公表

している。 
 


